
職員採用試験募集終了のお知らせ
　共済ニュースすこやか７月号（№.230）でお知らせしました、本年度の職員採用試験申込受付
期間は10月2日(火)をもちまして既に終了いたしました。
　多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
　なお、申込受付者(受験者)へは、別途ご案内しておりますことを申し添えます。

組合員証等の取扱いについて
「組合員証」や「組合員被扶養者証」等は、皆さんが医療機関で受診する際、本組合
の組合員や被扶養者であることを証明する大事なものですから、大切に保管し紛失のな
いよう取扱いには十分にご注意ください。
もし紛失された場合は、さまざまなトラブルのもとになりかねませんので、直ちに警
察へ届け出ると同時に、所属所の共済事務担当課を通じて本組合へすみやかに再交付の
申請を行ってください。

共済組合への届出口座の確認について
本組合に届け出ている口座を解約したり、金融機関・支店等の統廃合によって口座番
号が変更となった場合には、必ず「給付金等振込口座指定変更届」を共済事務担当課を
通じて本組合に提出してください。
また、婚姻等により氏名が変わられた場合は、本組合に氏名変更の届出をしていただ
くほか、金融機関への預金口座の氏名変更手続きも行ってください。
毎月２回の給付金や共済貯金の払戻し等の送金日において、届出口座の解約（金融機
関の統廃合等で口座番号が自動的に変更となっている場合があります）や口座名義人相
違等の理由により送金ができない場合がありますので、ご注意ください。

公務上のケガや病気は組合員証で受診できません
公務や通勤によるケガや病気の治療は、地方公務員災害補償基金が療養補償を行い、
共済組合は給付できないことになっています。
従いまして、ケガや病気の原因が公務や通勤によるものであることが明らかな場合、
組合員証は使用できませんので医療機関の窓口で公務上であることを申し出てください。
ただし、一部の医療機関では公務上と認定されるまでの間は、組合員証を使用した保険
診療の扱いをする場合がありますので、この場合は医療機関の指示に従ってください。
公務や通勤によるものと判断できない場合は、一時的に組合員証で受診しても構いませ

んが、公務上と認定されたらすぐに療養補償に切り換えるよう医療機関に申し出てください。
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